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(57)【要約】
【課題】部材構成が簡易で製作費用がかからず、且つ無
溶接にて確実に梁材に取り付けることができる外装材用
取付部材、その取付構造、その取付方法、及び外装構造
の施工方法を提供する。
【解決手段】本発明の外装材用取付部材１は、施工状態
において脚部３の下端に設けた着地部３１を梁材７上に
着地させる本体２と、前記着地部３１上に重ねて端縁３
４を梁材６の外側へ延在させた上側固定具３と、梁材６
又はその一部を下方から包持して端縁４２を梁材６の外
側へ延在させた下側固定具４とからなり、梁材６上に配
設した状態で、前記上側固定具３と前記下側固定具４と
の各端縁３４，４２をボルト５にて締め付けることによ
り、前記着地部３１を梁材６に押し当てて取り付けられ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施工状態において脚部の下端に設けた着地部を梁材上に着地させる本体と、前記着地部
上に重ねて端縁を梁材の外側へ延在させた上側固定具と、梁材又はその一部を下方から包
持して端縁を梁材の外側へ延在させた下側固定具とからなり、
　梁材上に配設した状態で、前記上側固定具と前記下側固定具との各端縁をボルトにて締
め付けることにより、前記着地部を梁材に押し当てて取り付けられることを特徴とする外
装材用取付部材。
【請求項２】
　上側固定具は、梁材の被固定面部に係止する係止部を有することを特徴とする請求項１
に記載の外装材用取付部材。
【請求項３】
　梁材は、被固定面部に下向き片を備え、上側固定具は、前記梁材の下向き片に係合する
係合部を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の外装材用取付部材。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の外装材用取付部材を本体に取り付ける取付方法であって、
　予め本体と上側固定具とを仮止めしておき、さらに上側固定具と下側固定具との各端縁
にボルトを取り付けておき、梁材の被固定面部又は下向き片に対して側方から前記上側固
定具の係止部又は係合部を係合させつつ回動する第１の工程と、下側固定具を梁材の下方
から包持させる第２の工程と、ボルトを締め付ける第３の工程とからなることを特徴とす
る外装材用取付部材の取付方法。
【請求項５】
　請求項１～３の何れかに記載の外装材用取付部材の取付構造であって、
　梁材上に本体の着地部を着地させ、この着地部上に上側固定具を重ねると共に梁材又は
その一部を下方から下側固定具により包持した状態で、前記上側固定具と前記下側固定具
との梁材の外側へ延在させた各端縁をボルトにて締め付けることにより、前記着地部を梁
材に押し当てて取り付けたことを特徴とする外装材用取付部材の取付構造。
【請求項６】
　梁材上に請求項１～３の何れかに記載の外装材用取付部材を取り付けた後、本体に外装
材を取り付けることを特徴とする外装構造の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部材構成が簡易で製作費用がかからず、且つ無溶接にて確実に梁材に取り付
けることができる外装材用取付部材、その取付構造、その取付方法、及び外装構造の施工
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｈ型鋼等の梁材に折板屋根を取り付けた構造としては、屋根板の取付けに先立っ
て金属帯材よりなるタイトフレームと称される取付け金具を梁材に固定している。
　前記取付け金具の固定には、溶接が採用されていたが、高所に溶接機を持上げる必要が
あるため、危険な作業でもあり、手間と労力を要する作業でもあった。また、現場での溶
接は、安全面や労力の問題以外にも、溶接の力学的強度のばらつき、溶接後の補修等の種
々の問題があり、さらには溶接部分に対する酸化防止用の塗装も必要であった。
【０００３】
　そのため、上述の問題を生ずる溶接を行わない取付工法，いわゆる無溶接工法が多数提
案されている。
　例えば特許文献１には、脚部を有する受金具本体と、略コ型の台座と、ロック部材とか
らなり、脚部の下端に設けた安定板と台座に設けた被挿入部との間に梁材の板状部を挿入
させて固定する構造が記載されている。
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　また、特許文献２には、支持板の下端に、梁材の一側に係止する係止部を設けた第１係
止部材と、前記梁材の他側に係止する係止部を設けた第２係止部材とからなり、前記第１
係止部材と第２係止部材とをボルト固定することで一体的に固定するタイトフレームが記
載されている。
【特許文献１】特許第３３０６２５６号公報
【特許文献２】実公平７－５４４２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１の受金具では、受金具を構成する本体、台座、ロック部
材の各部材の構造が極めて複雑であり、製作費用が高価なものとなるにもかかわらず、実
際には取付強度は期待した以上のものにはならなかった。
　また、前記特許文献２のタイトフレームでは、梁材と構成する一方側から他方側までの
寸法、即ちＨ型鋼のフランジの幅サイズが異なる毎に、つかみ幅が異なるので、これらに
対応するためには、予め複数種類のサイズの材料を準備しておき、これらを使い分ける必
要があった。
【０００５】
　本出願人は、特願２００８－９０５０８にて、施工状態において脚部の下端（着地部）
を梁材上に着地させる本体と、着地部に重ねて一方の端縁を折り下げた規制片と、着地部
上に重ねた規制片の上方に臨ませる上側面部、梁材の下側に位置させる下側面部を備える
固定具とからなり、梁材上に配設した状態で、上側面部に立設したボルトを締め付けて取
り付ける外装材用取付部材、及びそれを用いた外装構造（以下、先願発明という）を提案
した。
　しかし、この先願発明では、脚部の高さ寸法が十分にあれば（縦長であれば）、締め付
け治具を着地部上に臨ませてボルトの締め付け作業を容易に行うことができるが、脚部の
高さ寸法が短い場合には、側方からの締め付け作業を行う必要があった。なお、脚部の高
さ寸法とは、敷設する波形の外装材の山の高さにより決定されるものである。
【０００６】
　そこで、本発明は、部材構成が簡易で製作費用がかからず、且つ無溶接にて確実に梁材
に取り付けることができ、しかも締め付け治具による上方からの締め付け作業も考慮した
外装材用取付部材を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑み提案されたもので、施工状態において脚部の下端に設けた着地部
を梁材上に着地させる本体と、前記着地部上に重ねて端縁を梁材の外側へ延在させた上側
固定具と、梁材又はその一部を下方から包持して端縁を梁材の外側へ延在させた下側固定
具とからなり、梁材上に配設した状態で、前記上側固定具と前記下側固定具との各端縁を
ボルトにて締め付けることにより、前記着地部を梁材に押し当てて取り付けられることを
特徴とする外装材用取付部材に関するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記外装材用取付部材において、上側固定具は、梁材の被固定面部に
係止する係止部を有することを特徴とする外装材用取付部材をも提案する。
【０００９】
　また、本発明は、前記外装材用取付部材において、梁材は、被固定面部に下向き片を備
え、上側固定具は、前記梁材の下向き片に係合する係合部を有することを特徴とする外装
材用取付部材をも提案する。
【００１０】
　さらに、本発明は、前記外装材用取付部材を本体に取り付ける取付方法であって、予め
本体と上側固定具とを仮止めしておき、さらに上側固定具と下側固定具との各端縁にボル
トを取り付けておき、梁材の被固定面部又は下向き片に対して側方から前記上側固定具の
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係止部又は係合部を係合させつつ回動する第１の工程と、下側固定具を梁材の下方から包
持させる第２の工程と、ボルトを締め付ける第３の工程とからなることを特徴とする外装
材用取付部材の取付方法をも提案するものである。
【００１１】
　また、本発明は、前記外装材用取付部材の取付構造であって、梁材上に本体の着地部を
着地させ、この着地部上に上側固定具を重ねると共に梁材又はその一部を下方から下側固
定具により包持した状態で、前記上側固定具と前記下側固定具との梁材の外側へ延在させ
た各端縁をボルトにて締め付けることにより、前記着地部を梁材に押し当てて取り付けた
ことを特徴とする外装材用取付部材の取付構造をも提案する。
【００１２】
　さらに、本発明は、梁材上に前記外装材用取付部材を取り付けた後、本体に外装材を取
り付けることを特徴とする外装構造の施工方法をも提案する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の外装材用取付部材は、梁材上に本体の着地部を着地させ、この着地部上に上側
固定具を重ねると共に梁材又はその一部を下方から下側固定具により包持した状態で、上
側固定具と下側固定具との各端縁をボルトにて上方から締め付けることにより、前記着地
部を梁材に押し当てて一体的に取り付けることができる。特に各端縁は、梁材の外側へ延
在させているので、本体の脚部の高さ、すなわち外装材の波山の高さにかかわらず、締め
付け治具を上方から臨ませて容易に締め付け作業を行うことができる。
　そして、上側固定具にしても、下側固定具にしても、例えば後述する図示実施例のよう
に極めて形状構成が簡単であるため、製作費用がかからず、しかも確実に本体を梁材に取
り付けることができる。
【００１４】
　また、上側固定具は、梁材の被固定面部に係止する係止部を有する場合、梁材に対する
取付部位がズレることがない。
【００１５】
　また、梁材は、被固定面部に下向き片を備え、上側固定具は、前記梁材の下向き片に係
合する係合部を有する場合、上側固定具の梁材への取り付けが極めて容易となり、ズレ等
を生ずることもなく、安定に取り付け固定されるものとなる。
【００１６】
　また、予め本体と上側固定具とを仮止めしておき、さらに上側固定具と下側固定具との
各端縁にボルトを取り付けておき、梁材の被固定面部又は下向き片に対して側方から前記
上側固定具の係止部又は係合部を係合させつつ回動する第１の工程と、下側固定具を梁材
の下方から包持させる第２の工程と、ボルトを締め付ける第３の工程とからなる取付方法
では、各工程における作業が容易であるため、この外装材用取付部材を容易に取り付ける
ことができる。
【００１７】
　さらに、外装材用取付部材の取付構造は、上方からボルトを強力に締め付けることによ
り、極めて強固に取り付けることができる。
【００１８】
　また、本発明の外装構造の施工方法は、使用する部材構成が少数でありまた簡単な形状
構成であるため、部材の製造、施工、並びに管理が極めて容易である。さらに、得られる
外装構造は、下地となる外装材用取付部材が強固に取り付けられているので、折板屋根板
を含めた外装構造全体の取付強度も高いものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の外装材用取付部材（の本体）は、後述する図示実施例に示すようにタイトフレ
ーム等の支持材上に受金具等の保持部材を固定した構成でもよいし、保持部材を含まない
支持材のみを指すものでもよい。
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　そして、本発明の外装材用取付部材の本体としては、下方に延在する脚部の下端に着地
部が設けられ、該着地部が梁材上に着地するものであれば、それ以外の構成は特に限定す
るものではない。例えばアーチ型のタイトフレームでは脚部の外側に着地部を設けること
もあるが、本発明における本体の着地部は、後述する図示実施例のように左右の脚片の内
側に設けられる。
　また、脚部の高さ寸法とは、敷設する波形の外装材の山の高さにより決定されるが、こ
の脚部の高さ寸法が長くても短くても特に支障はない。
【００２０】
　本発明の外装材用取付部材を構成する上側固定具は、前記本体の着地部上に重ねるもの
であって、端縁を梁材の外側へ延在させた構成であり、この端縁とは左右方向のいずれか
一方でもよいし両方でもよい。また、予めこの端縁にボルトを立設させておくようにして
もよい。
　この上側固定具は、例えば単なる帯状材をそのまま用いてもよく、形状構成が簡単であ
る。
　また、上側固定具には、梁材の被固定面部に係止する係止部を設けてもよい。この係止
部については、特に形状等を限定するものではなく、例えば帯状材の端縁を下方へ折り曲
げて梁材の被固定面部である上フランジの先端に係止する係止部を設けてもよい。また例
えば、帯状材の端縁を下方へ折り曲げ、更に内側へ折り曲げ、梁材の下フランジ（の下面
側）に係止する係止部を設けるようにしてもよい。これらの係止部は、何れも位置規制と
なるので、梁材に安定に取り付けられ、また梁材に対する取付部位が施工途中でズレるこ
とがない。
　さらに、上側固定具には、梁材の下向き片に係合する係合部を設けてもよい。この係合
部については、特にその形状等を限定するものではなく、例えば後述する図示実施例のよ
うに、梁材の被固定面部である上フランジの先端に下向き片が設けられている場合に、該
下向き片に係合する係合部を設けてもよい。この場合には、梁材への取り付けを側方から
引っ掛けるように容易に行うことができ、安定に取り付け固定されるものとなる。
　なお、この上側固定具は、施工に際し、本体と別々に梁材上に配してもよいし、予め本
体と組み合わせておいたものを梁材上に配するようにしてもよい。
【００２１】
　本発明の外装材用取付部材を構成する下側固定具は、梁材又はその一部を下方から包持
する構成であって、端縁を梁材の外側へ延在させた構成であり、この端縁とは左右方向の
いずれか一方でも両方でもよい。
　前記梁材を下方から包持する態様の下側固定具は、例えば後述する図示実施例（図１～
図４）のように帯状材を略柄杓状に折り曲げて形成することができ、形状構成が簡単であ
る。また、前記梁材の一部を下方から包持する態様の下側固定具は、例えば後述する図示
実施例（図５～図６）のように梁材の下向き片を下方から包持するように帯状材を略逆ハ
ット状に折り曲げて形成することができる。
【００２２】
　前記本発明の外装材用取付部材を取り付ける梁材は、特に限定するものではなく、Ｃ型
鋼やＩ（Ｈ）型鋼などが用いられることが多く、後述する図示実施例において用いたＣ型
鋼である梁材では、被固定面部とは上フランジを指し、被固定面部に設けられる下向き片
とは、上フランジの先端に設けられる下向き片を指し、要するに梁材としてリップ溝付き
Ｃ型鋼を用いている。
【００２３】
　前記の本体、上側固定具、下側固定具は、それぞれ別々に梁材に取り付けてもよいし、
予め三部材を一体として梁材に取り付けた後に、固定してもよい。
【００２４】
　前記本体と前記上側固定具と前記梁材を下方から包持する態様の下側固定具とを予め一
体として梁材に取り付ける態様としては、以下の手順にて容易に行うことができる。
　第１の工程として、上側固定具に梁材の被固定面部に係止する係止部を設けた構成にお
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いて、予め本体と上側固定具とを仮止めしておき、さらに上側固定具と下側固定具との各
端縁にボルトを取り付けておき、梁材の被固定面部に対して側方から前記上側固定具の係
止部を係止させつつ回動する。
　第２の工程として、下側固定具を梁材の下方から包持させる。
　第３の工程として、ボルトを締め付ける。
　なお、梁材が、例えばＣ型鋼である場合には、係止部を係止する被固定面部とは、上フ
ランジの先端を指す。
【００２５】
　さらに、例えば後述する図示実施例のように、梁材の被固定面部に下向き片が設けられ
ている場合に、上側固定具に前記下向き片に係合する係合部を設けた構成においては、前
記施工方法（特に前記第１の工程）をより安定に実施することができる。
【００２６】
　前記本体と前記上側固定具と前記梁材の一部（下向き片）を下方から包持する態様の下
側固定具とを予め一体として梁材に取り付ける態様としては、以下の手順にて容易に行う
ことができる。
　第１の工程として、予め本体と上側固定具とを仮止めしておき、さらに上側固定具と下
側固定具との各端縁にボルトを取り付けておき、側方から梁材の下向き片の内側に下側固
定具の一部が位置するように臨ませつつ回動する。
　第２の工程として、下側固定具を梁材の下向き片の下方から包持させる。
　第３の工程として、ボルトを締め付ける。
【００２７】
　前記外装材用取付部材を梁材に取り付けた後、その本体に取り付ける外装材は、特にそ
の構成を限定するものではなく、例えば立上り部に流れ方向に沿って凹状部或いは凸状部
が形成された縦葺き外装材、より詳しくは施工状態において山部と谷部が交互に形成され
る縦葺き外装材（折板屋根材）でもよいし、ハゼ締めタイプでもハゼ部の無い仕様（嵌合
タイプ）でもよく、縦葺き外装材同士が接続される態様でも後述する図示実施例のように
別途カバー材を介して接続する態様でもよく、新設でも既設でもよい。また、縦葺き外装
材の立上り部は、傾斜状でも略鉛直状でもよい。
【実施例】
【００２８】
　図１に示す本発明の一実施例（以下、実施例１という）である外装材用取付部材１は、
予め脚部２１の頂部に受金具２２を固定した本体２と、略逆つ字状の上側固定具３と、略
柄杓状の下側固定具４とからなり、より具体的には梁材６上に本体２の着地部２１１を着
地させ、この着地部２１１上に上側固定具３を重ねると共に梁材６を下方から下側固定具
４により包持した状態で、上側固定具３と下側固定具４との各端縁３４，４２をボルト５
にて上方から締め付けた構成である。
【００２９】
　前記脚部２１は、図１（ａ）に示すように帯状鋼材を略台形状に成形加工した形状であ
って、左右の脚片の下端に内向きに着地部２１１，２１１が設けられる構成である。この
脚部２１は、左右の脚片の下端に亘って着地部２１１が形成されるものでもよい。なお、
脚部２１は単なる平帯状でなく断面が略台形状に加工された高強度の帯状鋼材である。そ
して、施工状態においては、前記着地部２１１．２１１が梁材６の上フランジである被固
定面部６１上に着地される。
　前記受金具２２は、図１（ｂ）などに示すように金属板材を略逆ハット状に成形加工し
た形状であって、その詳細な構成については後述する縦葺き外装材７を保持する構成であ
る。そして、施工状態においては、溶接によってその底部が前記脚部２１の頂部２１２に
固定されている。
【００３０】
　前記上側固定具３は、図１（ｂ），（ｃ）に示すように帯状鋼材を略つ字状に成形加工
された簡単な形状構成を有するものであり、前記本体２の着地部２１１上に重ねられる重



(7) JP 2010-90672 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

合部３１と、その左側端縁を略垂直状に下方へ折り曲げて梁材６の被固定面部である上フ
ランジ６１の先端に係止する係止部３２とを備え、さらにその下端を内側へ折り曲げて係
合部３３とした構成である。また、重合部３１の右側端には、梁材６の外側へ延在する端
縁（後述する下側固定具４の端縁と区別するために上側端縁という）３４が設けられてい
る。この上側固定具３は、高強度の帯状鋼材でもよいし、アルミ等の押出型材でもよい。
【００３１】
　前記下側固定具４は、図１（ｂ），（ｃ）に示すように、帯状鋼材を略柄杓状に成形加
工された簡単な形状構成を有するものであり、梁材６を下方から包持する包持部４１と、
その右側端には、梁材６の外側へ延在する端縁（前記上側固定具３の端縁と区別するため
に下側端縁という）４２とを備えている。また、包持部４１の下端には、梁材６の下フラ
ンジ６３の先端（上向き片６４）に係止する係止部４１１が設けられている。この下側固
定具４は、高強度の帯状鋼材でもよいし、アルミ等の押出型材でもよい。
【００３２】
　梁材６は、図示実施例では左右に亘る鉄骨躯体（リップ溝付きＣ型鋼）であり、このリ
ップ溝付きＣ型鋼である梁材６の上フランジ６１が被固定面部となり、この上フランジ６
１の先端には下向き片６２が設けられ、それと対向するように下フランジ６３の先端には
上向き片６４が設けられている。なお、図示実施例では、上側固定具３の係止部３２の下
方に係合部３３が延設されているので、図示するようなリップ溝付きＣ型鋼を梁材６とし
て用いている。
　しかし、係合部３３を設けない態様では、前記上側固定具３の係止部３２が係止する箇
所は、図示実施例のように上フランジ６１の先端に限らず、上フランジ６１の基端でもよ
い。すなわち梁材６としては、リップ溝付きＣ型鋼に限定されるものではなく、Ｃ型鋼（
略コ字状型鋼）やＩ（Ｈ）型鋼でもよい。
【００３３】
　このような構成の外装材用取付部材１をリップ溝付きＣ型鋼である梁材６に取り付ける
手順を図２の実施例により説明する。
　なお、図２における外装材用取付部材１'は、本体２'については、ボルトナット２０に
よってその受金具２２の底部が脚部２１の頂部２１２に固定され、上側固定具３'及び下
側固定具４'については、長さ方向に補強用のリブを設けた帯状鋼材により成形した以外
は前記図１の実施例と全く同様であり、部位には同一符号を付している。
　また、施工に先立ち、前記のように脚部２１と受金具２２とをボルトナット２０により
一体化して本体２'を形成した後、図２（ａ）～（ｄ）に示すように本体２の脚部２１の
着地部２１１上に上側固定具３'（の重合部３１）を溶接（又は仮接着）して重合状に組
み合わせ、さらに上側固定具３'と下側固定具４'との各端縁３４，４２にボルト５を取り
付けておいた。
【００３４】
　まず、第１の工程として、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、梁材６の上フランジ６１
（被固定面部）の下向き片６２に対して側方から前記上側固定具３'の係合部３３を係合
させつつ回動する。
　なお、図示しないが、例えばＣ型鋼（略コ字状型鋼）やＩ（Ｈ）型鋼である梁材６に対
して係合部３３を備えない上側固定具３を用いる場合にも、同様の手順にて梁材６の上フ
ランジ６１の先端に対して側方から係止部３２を係合させつつ回動させることができる。
【００３５】
　次に、第２の工程として、図２（ｃ）に示すように、下側固定具４'の係止部４１１が
梁材６の下フランジ６３の先端に近づいたら、下側固定具４'の包持部４１を梁材６の下
フランジ６３の下方から包持させる。
【００３６】
　その後、図２（ｄ）に示すように、上側固定具３'の上側端縁３４に立設したボルト５
を上方から締め付けると、前記上側端縁３４と下側固定具４'の下側端縁４２が接合する
ように一体化し、図１（ｃ）に拡大して示すように上側固定具３と下側固定具４にて上下
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から挟み込むように前記本体２'の着地部２１１を前記梁材６の上フランジ６１（被固定
面部）に押し当てるので、これらの上側固定具３'、下側固定具４'、本体２'、梁材６は
一体的に取り付けられる。
【００３７】
　このように本発明の外装材用取付部材１，１'は、上側固定具３，３'にしても、下側固
定具４，４'にしても、極めて形状構成が簡単であるため、製作費用がかからず、しかも
確実に本体２，２'を梁材６に取り付けることができる。
　また、上側固定具３，３'の上側端縁３４及び下側固定具４，４'の下側端縁４２は、何
れも梁材６の外側へ延在させているので、脚部２１の高さ、すなわち外装材７の波山の高
さにかかわらず、締め付け治具を臨ませる十分な空間を備え、そのため、締め付け治具を
上方から臨ませて容易に締め付け作業を行うことができる。
【００３８】
　なお、前記図１は、前記本体２の上部に取り付けられた受金具２２に縦葺き外装材（折
板屋根材）７及びキャップ材８を取り付けた外装構造を示す実施例である。
【００３９】
　前記外装構造に用いられた縦葺き外装材（以下、単に外装材という）７は、代表的には
概ね０.４乃至１.６mm程度の表面化粧鋼板、ラミネート鋼板、メッキ鋼板、ステンレス鋼
板、アルミ合金板、チタン合金板、銅板等の公知の金属素材をロール成形その他の手段で
所定の形状に成形する。尚、硬質樹脂板や炭素繊維積層板等によっても同様の形状に成形
することができ、全てをそれらで施工することもできるし、前記金属素材のものと組み合
わせて施工することもできる。この外装材７は、平板状の平面部７１の左右端を立ち上げ
て外側上方へ向かう側縁部７２が左右に設けられ、各側縁部７２の途中には外方へ略く字
状に突出する嵌合部７２１が設けられる構成である。また、上記嵌合部７２１の上方には
略ヘ字状の載置部分７２２が設けられ、該載置部分７２２の先端を略Ｕ字状に折曲した嵌
入部分７２３が設けられている。さらに、外装材７の裏面には、断熱、防火等、目的や要
求に応じて、グラスウールやロックウールのシート、或いはポリエチレンフォーム等の樹
脂発泡シート７３が裏張りされている。
【００４０】
　前記外装構造に用いられたキャップ材８は、前記外装材７と同様の素材から作製され、
断面略傘状の被着部の左右側縁の下端を内側上方へ折り返し、その上端を内側へ折り返し
た構成である。内側上方へ折り返した部分８１は、施工状態において前記外装材７の嵌合
部７２１の裏面側に係合する係合部である。
【００４１】
　前記受金具２２について改めて詳細に説明すると、金属板材を略逆ハット状に成形し、
二枚の起立面部２２Ａ，２２Ａが底面部２２Ｂの前後に略垂直状に立設され、この起立面
部２２Ａ，２２Ａの上端縁２２１，２２１が前後に折曲された構成である。また、各起立
面部２２Ａの上縁中央には、上方が開放する溝状の被嵌入部２２２が設けられ、左右側方
に膨出した下顎部分が前記外装材７の嵌合部７２１を嵌合させる被嵌合部２２３である。
【００４２】
　そして、前記外装材７を敷設すると共に、前記受金具２２に外装材７を取り付けるので
あるが、その取り付けに際しては、受金具２２の被嵌合部２２３に外装材７の嵌合部７２
１を嵌合させ、それより上方に位置する載置部部分７２２を、起立面部２２Ａの上縁及び
上端縁２２１に支持させる。さらに、載置部分７２２の先端に設けた略Ｕ字状の嵌入部分
７２３については、左右の外装材７，７の各嵌入部分７２３が一つの溝状の被嵌入部２２
２に嵌入されるように配設する。実際には、外装材７は、施工状態において、側縁部７２
が受金具２２に向かって弾性力が作用するように成形されるので、外装材７の敷設は極め
て容易であり、外装材７は受金具２２に弾性嵌合している。
　その後、前記キャップ材８を左右の外装材７，７に跨るように取り付けるのであるが、
その取り付けに際しては、前記外装材７の嵌合部７２１の裏面側に係合部８１が係合する
ように取り付ける。実際には、キャップ材８は、左右の外装材７，７に跨るように配した
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状態で上方から押圧すると、次第に左右が拡開し、係合部８１が係合するので、キャップ
材８の取り付けは極めて容易であり、キャップ材８は外装材７に弾性嵌合している。
【００４３】
　得られた外装構造は、前述のように外装材用取付部材１の取り付けを無溶接工法にて行
い、外装材７及びキャップ材８の取り付けを完全嵌合方式にて行ったので、特殊な工具や
装置を必要とすることなく、施工全体の安全性が極めて高く、また施工全体の工期が極め
て短くでき、極めて容易に実施することができる。
【００４４】
　図３及び図４に示す外装材用取付部材１"の取付構造は、前記実施例１とほぼ同様であ
って、この実施例（以下、実施例２という）における本体２'は、脚部２１"の高さ寸法が
前記実施例１に比べて低く、上側固定具３"及び下側固定具４"は、長さ方向の寸法が前記
実施例１に比べて短い以外は全く同様であり、部位には同一符号を付している。
【００４５】
　図３（ａ），（ｂ）では、外装材７及びキャップ材８を欠載して示しているが、前記図
１（ａ），（ｂ）における正面図及び断面図とほぼ同様である。
　また、図（ａ）～（ｃ）における施工手順は、前記図２における施工手順とほぼ同様で
ある。
【００４６】
　図５及び図６に示す外装材用取付部材１Ｂの取付構造は、梁材６'は前記実施例１，２
より細長い断面形状を有するものであり、本体２'は前記実施例２に用いたものと同じで
ある。
【００４７】
　この実施例（以下、実施例３という）における上側固定具３Ｂは、帯状鋼材を略逆Ｌ字
状に成形加工された簡単な形状構成を有するものであり、前記本体２'の着地部２１１上
に重ねられる重合部３１と、その右側端縁を略垂直状に下方へ折り曲げ、更に内側へ略水
平状に折り曲げ、梁材６'の下フランジ６３の下面側に係止する係止部３２Ｂとを備える
構成である。また、前記重合部３１の左側端には、梁材６'の外側へ延在する上側端縁３
４が設けられている。
　なお、補強用に、前記上側端縁３４の前後端縁に起立片を設けた。
【００４８】
　また、この実施例３における下側固定具４Ｂは、帯状鋼材を略逆ハット状に成形加工さ
れた簡単な形状構成を有するものであり、梁材６'の下向き片６２を下方から包持する包
持部４１Ｂと、その左側端（なお、取付完了状態において左側に位置するが、図６（ａ）
～（ｈ）に示す施工途中においては右側に位置している）には、梁材６'の外側へ延在す
る下側端縁４２とを備えている。
　なお、補強用に、前記下側端縁４２の前後端縁に起立片を設けた。
【００４９】
　このような構成の外装材用取付部材１Ｂを縦長のリップ溝付きＣ型鋼である梁材６'に
取り付ける手順を図６に示す実施例により説明する。
　施工に先立ち、脚部２１と受金具２２とを溶接により一体化して本体２'を形成し、本
体２'の脚部２１の着地部２１１上に上側固定具３Ｂ（の重合部３１）を溶接（又は仮接
着）して重合状に組み合わせ、さらに上側固定具３Ｂと下側固定具４Ｂとの各端縁３４，
４２にボルト５を取り付けておいた。その際、上側固定具３Ｂと下側固定具４Ｂとが、間
隔を隔ててボルト５に取り付けられておくことが望ましい。
【００５０】
　まず、第１の工程として、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、梁材６'の上フランジ６
１（被固定面部）の下向き片６２に対し、前述のように間隔を隔ててボルト５に取り付け
た上側固定具３Ｂと下側固定具４Ｂとを側方から臨ませ、図６（ｄ）～（ｈ）に示すよう
に下向き片６２の内側（図面では右側）に下側固定具４Ｂの一部（下側端縁４２）が位置
するように臨ませつつ回動する。
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【００５１】
　次に、第２の工程として、図６（ｉ）に示すように、上側固定具３Ｂの下端に設けた係
止部３２Ｂが梁材６'の下フランジ６３の下面側に係止したら、下側固定具４Ｂを水平方
向に回転させ、下向き片６２の内側（図面では右側）に位置させていた下側端縁４２が下
向き片６２の外側（図面では左側）に位置するように配置させ、包持部４１Ｂを下向き片
６２の下方から包持させる。
【００５２】
　その後、ボルト５を上方から締め付けると、前記上側端縁３４と下側端縁４２が接合す
るように一体化し、上側固定具３Ｂと下側固定具４Ｂにて上下から挟み込むように前記本
体２'の着地部２１１を前記梁材６'の上フランジ６１（被固定面部）に押し当てるので、
これらの上側固定具３Ｂ、下側固定具４Ｂ、本体２'からなる外装材用取付部材１Ｂは、
梁材６'に一体的に取り付けられる。
【００５３】
　そして、前記実施例１，２における上側固定具３，３'，３"のように、梁材６，６'の
上フランジ（被固定面部）に係止するものに限定されるものではなく、この実施例３にお
ける上側固定具３Ｂのように、梁材６'の下フランジ６３に係止する構成でもよい。
　また、前記実施例１，２における下側固定具４，４'，４"のように、梁材６，６'の全
体を下方から包持する態様に限定されるものではなく、この実施例３における下側固定具
４Ｂのように、梁材６'の一部（下向き片６２）を下方から包持する構成でもよい。
　すなわち、前記実施例１，２における係止部３２、包持部４１に限定されるものではな
く、この実施例３における係止部３２Ｂ、包持部４１Ｂのように形成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】（ａ）本発明の一実施例の外装構造を示す正面図、（ｂ）その側断面図、（ｃ）
要部の拡大側断面図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）他の外装材用取付部材を梁材に取り付ける手順を示す側断面図で
ある。
【図３】（ａ）他の外装材用取付部材を梁材に取り付けた状態を示す側断面図、（ｂ）そ
の正面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）図３における外装材用取付部材を梁材に取り付ける手順を示す側
断面図である。
【図５】（ａ）本発明の他の一実施例の外装構造を示す正面図、（ｂ）その側断面図であ
る。
【図６】（ａ）～（ｉ）他の外装材用取付部材を梁材に取り付ける手順を示す側断面図で
ある。
【符号の説明】
【００５５】
　１，１'，１"　外装材用取付部材
　２，２'，２"　本体
　２０　ボルトナット
　２１　脚部
　２１１　着地部
　２２　受金具
　２２Ａ　起立面部
　２２Ｂ　底面部
　３，３'，３"，３Ｂ　上側固定具
　３１　重合部
　３２，３２Ｂ　係止部
　３３　係合部
　３４　上側端縁
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　４，４'，４"，４Ｂ　下側固定具
　４１，４１Ｂ　包持部
　４１１　係止部
　４２　下側端縁
　５　ボルト
　６，６'　梁材
　６１　被固定面部（上フランジ）
　６２　下向き片
　６３　下フランジ
　６４　上向き片
　７　外装材
　８　キャップ材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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